
注 文 書

１ 契約番号 2025001329

２ 件 名 おおさき日本語学校備品購入

３ 納入場所 大崎市古川保柳字氏子１１４番地１

４ 納入期限 令和7年12月２5日

５ 添付書類 （１）仕様書

（２）参考明細書

６ 担 当 課 大崎市市民協働推進部まちづくり推進課おおさき日本語学校



備品購入仕様書

１．件 名 おおさき日本語学校備品購入

２．規格・数量等 別紙「参考明細書」のとおり

３．納 入 期 限 令和7年12月２5日

４．納 入 場 所 大崎市古川保柳字氏子１１４番地１（大崎市立おおさき日本語学校）

５．仕 様

（１）別紙「参考明細書」の製品を基本とするが，同等品以上を認める。ただし，同等品以上で入

札する場合は，別紙「物品調達における同等品による入札の取扱いについて」に基づき，必

ず入札前に同等品の確認を受けること。

なお，「参考明細書」の備考欄に記載されている同等品で入札する場合は，同等品の確認

は不要とする。

（２）納入する備品は新品のものとする。

（３）色仕様はメーカー標準色とし，詳細は契約締結後に協議し決定する。

６．備えるべき技術的要件（品質・安全性）

（１）国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に適合した製品で

あること。

（２）国際標準化機構（ＩＳＯ）の品質保証規格９００１，環境マネジメント１４００１及び日本産業規

格（ＪＩＳ）の認可工場で製造された製品であること。

（３）一般社団法人日本オフィス家具協会の「オフィス家具―製品安全基準のガイドライン」に

準拠した製品であること。

（４）メーカーは日本国内にアフターサービスの体制を整え，修理・点検等の要請に対し，速や

かに応じられるものであること。

７．留 意 事 項

（１）搬入日は，契約締結後に協議し決定する。

（２）納品場所は別紙「参考明細書」に記載の大崎市立おおさき日本語学校の各室とする。

（３）製品保証期間は，一般社団法人日本オフィス家具協会が定める基準に準拠すること。



（４）納品完了（完了検査合格時）から７－（３）に該当する期間は無償保証期間として，当該期

間内における通常使用下での障害やメーカー又は納入者の責任に帰する故障等が生じ

た場合は，速やかに交換すること。

（５）購入備品の部屋内での開梱や施工時の養生，重量物などの特有の養生など必要な養生

はすべて受注者が行うこと。

（６）物品の搬入および組立てにあたって，建物等を損傷した場合は，受注者の責任において完

全に修復すること。

（７）物品の設置により発生する梱包材等の不要物の処理にあたっては，受注者の責任におい

て関係法令に従い適正に処分すること。

（８）自社において納品および設置監理を行うものとする。

（9）配送，運搬，搬入，組立施工，据付，調整等の作業に係る経費は契約金額に含むものとす

る。

８．疑 義 の解釈

本仕様書に記載のない事項，または，解釈に疑義が生じた場合は，発注者と協議の上解決す

るものとする。

９．売買代金の支払い

売買代金の支払いは，完了検査に合格した後に一括で支払うものとする。

10．暴力団の排除について

（１）この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成２５年６月１日施行。

以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは，契約を解除すること

がある。

（２）本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請負させ，若し

くは受託させてはならない。また，この契約の下請負若しくは受託をさせた者が，排除規則

の措置要件に該当すると認められるときは，当該下請契約等の解除を求めることがある。

（３）この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）から不

当要求又は妨害を受けたときは，速やかに警察への通報を行い，捜査上必要な協力を行

うとともに，発注者へ報告すること。また，この契約の下請負若しくは受託をさせた者が，暴

力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは，同様の措置を行うよう指導すること。な

お，暴力団員等から不当要求又は妨害を受け，適切に警察への通報，捜査協力及び発注

者への報告が行われた場合で，これにより，履行遅延等が発生すると認められるときは，

必要に応じて，工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。



11．そ の 他

実施にあたり，東北地方太平洋沖地震による被災者等の市内求職者の積極的な雇用に努

めること。



参考

メーカー
参考品又は同等
品の区分

メーカー名，品名，品番

1 2 2-D教室 ミーティングテーブル 内田洋行 1860MT　6-173-4070 W1800 D600 H720 天板　ホワイト 7 台 同等品
　ホウトク
　FT89D-1860MT

2 2 2-D教室 ミーティングチェア 内田洋行 MF-230WSC　6-112-7273 W527 D519 H768
背　ホワイト
座　ネイビー

12 脚 同等品
　ホウトク
　LTS-4MC-F　ブルー

3 1 みんなの部屋１ ミーティングテーブル 内田洋行 ST-1100N/BMS1890　6-165-6524 W1800 D900 H700 天板　木目 12 台 同等品
　ホウトク
　SOT-1890-PM-N

4 1 みんなの部屋１ ミーティングチェア 内田洋行 MP-111W　6-113-1061 W510 D525 H758
背　ホワイト
座　ライトグレイ

60 脚 同等品
　ホウトク
　LTS-110V　ホワイト/アイボリー

参考明細書（おおさき日本語学校備品購入）

備考

小計

消費税（10％）

合計

備品
№

階数 室名 品名 品番 サイズ仕様 色仕様 数量 単位 単価（円） 合計（円）



物品調達における同等品による入札の取扱いについて 

 

平成２９年１１月 ９日 

大 崎 市 総 務 部 財 政 課 

 

市が発注する物品調達の入札（見積合わせを含む。）において，仕様書に参考品を示した上で，

同等品による入札も認める場合は，次のように取り扱いますので，ご留意願います。 

 

１ 同等品の定義 

物品調達の入札において，市が仕様書に示す参考品と同程度以上の品質，性能等を有する

ものとして認める物品をいいます。 

 

２ 同等品の確認方法 

(１) 同等品により入札する場合は，現場説明調書等に示す質問の期限までに，メーカー名，

品名，品番を記載した質問・回答書及びカタログの写しを持参又はＦＡＸにより提出し，

市の確認を受けてください。 

なお「質問・回答書」の様式は大崎市公式ウェブサイトからダウンロードできます。 

    大崎市公式ウェブサイト（http://www.city.osaki.miyagi.jp）   

ホーム →  事業者向け → 入札・契約情報  → 入札・契約関連様式 → 物品調達 

      入札書など様式（入札書，委任状，質問・回答書，辞退届，見積書） 

(２) 既に他の入札予定者が同等品確認の期限までに市の確認を得ている同等品により入札

する場合は，自らの同等品確認の手続きを省略して入札することができます。 

 

３ 積算内訳書の提出 

(１) 入札時に提出する積算内訳書は，原則として仕様書に規定する様式を使用してくださ

い。 

(２) 参考品又は同等品のいずれによる入札であるかを確認するため，積算内訳書の備考欄

に，参考品又は同等品の区分とメーカー名，品名，品番を必ず明記してください。 

 

４ 注意事項 

(１) 参考品又は同等品ではない物品により入札し，落札した場合は，その物品の納入は認

められませんので，原則として落札価格の範囲内で参考品又は同等品のいずれかを納入し

ていただきます。 

(２) (１)の場合で，落札者が参考品又は同等品のいずれも納入することができないときは，

その入札を無効として落札決定を取消し，予定価格の範囲内で入札した他の者を落札者と

することがあります。 

 

５ 適用範囲及び適用日 

(１) この取扱いは，物品調達の入札等において，特定の物品を調達する場合及び仕様書に

物品の仕様概要のみを定めている場合は適用されません。 

(２) この取扱いは，平成２９年１１月９日以降に入札公告又は指名通知する物品調達の入

札（見積合わせを含む。）から適用します。 


